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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年12月21日(2010.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１対の毎日使い捨ての多焦点コンタクトレンズ又は１対のシリコーンヒドロゲル多焦点
コンタクトレンズである１対の多焦点コンタクトレンズであって、前記対の各前記レンズ
は、光軸を有し、前記各レンズは、
　前記多焦点コンタクトレンズの前記光軸を含み、前記多焦点コンタクトレンズの遠用光
学屈折力の実質的に全てを提供する中央領と、
　前記中央領の周りに位置すると共に前記中央領から前記多焦点コンタクトレンズのレン
ズエッジに向かって半径方向外方に延びる環状領とを有し、前記環状領は、中間用光学屈
折力及び近用光学屈折力を提供し、
　前記１対の多焦点コンタクトレンズは、第１のコンタクトレンズと第２にコンタクトレ
ンズからなり、第２のコンタクトレンズは第１のコンタクトレンズと同一の設計であるこ
とを特徴とする１対の多焦点コンタクトレンズ。
【請求項２】
　各前記レンズの前記中央領は、球面を有し、各前記レンズの前記環状領は、非球面を有
する、請求項１記載の１対の多焦点コンタクトレンズ。
【請求項３】
　前記対の各前記レンズは、中間用光学屈折力及び近用光学屈折率を提供するたった１つ
の環状領を有する、請求項１又は２に記載の１対の多焦点コンタクトレンズ。
【請求項４】
　前記対の各前記レンズは、流し込み成形コンタクトレンズである、請求項１～３のうち
いずれか一に記載の１対の多焦点コンタクトレンズ。
【請求項５】
　前記対の各前記レンズは、ヒドロキシエチルメタクリレート、２－メタクリロイルオキ
シエチルホスホリルコリン、架橋剤及び開始剤を含む重合性配合物の重合反応生成物から
成る、請求項１記載の１対の多焦点コンタクトレンズ。
【請求項６】
　前記対の各前記レンズは、シリコーンヒドロゲルコンタクトレンズである、請求項１記
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載の１対の多焦点コンタクトレンズ。
【請求項７】
　前記対の各前記レンズは、＋４．００ジオプタ～－６．００ジオプタの球面屈折力を有
する、請求項１～６のうちいずれか一に記載の１対の多焦点コンタクトレンズ。
【請求項８】
　前記対の各前記レンズの前記環状領は、約８．５ｍｍの直径を有する、請求項１～７の
うちいずれか一に記載の１対の多焦点コンタクトレンズ。
【請求項９】
　前記対の各前記レンズの前記中央領は、約１．７ｍｍ～約３．０ｍｍの直径を有する、
請求項８記載の１対の多焦点コンタクトレンズ。
【請求項１０】
　前記対の各前記レンズの前記中央領は、約２．３ｍｍの直径を有する、請求項９記載の
１対の多焦点コンタクトレンズ。
【請求項１１】
　加入度数が＋１．２５ジオプタより大きくない視力矯正を必要とする人の視力を矯正す
るための１対の毎日使い捨て多焦点コンタクトレンズ又は１対のシリコーンヒドロゲル多
焦点コンタクトレンズの用途であって、
　前記１対の多焦点コンタクトレンズの各前記レンズは、前記多焦点コンタクトレンズの
前記光軸を含み、前記多焦点コンタクトレンズの遠用光学屈折力の実質的に全てを提供す
る中央領と、前記中央領の周りに位置すると共に前記中央領から前記多焦点コンタクトレ
ンズのレンズエッジに向かって半径方向外方に延びる環状領とを有し、前記環状領は、中
間用光学屈折力及び近用光学屈折力を提供し、
　１対の多焦点コンタクトレンズが、第１のコンタクトレンズと第２にコンタクトレンズ
からなり、第２のコンタクトレンズは第１のコンタクトレンズと同一の設計であることを
特徴とする用途。
【請求項１２】
　各前記レンズの前記中央領は、球面を有し、各前記レンズの前記環状領は、非球面を有
する、請求項１１記載の用途。
【請求項１３】
　前記対の各前記レンズは、中間用光学屈折力及び近用光学屈折率を提供するたった１つ
の環状領を有する、請求項１１又は１２記載の用途。
【請求項１４】
　加入度数が＋１．２５ジオプタより大きくない視力矯正を必要とする人の視力を矯正す
るためのコンタクトレンズの製造方法であって、
　１対の毎日使い捨て多焦点コンタクトレンズ又は１対のシリコーンヒドロゲル多焦点コ
ンタクトレンズである１対の多焦点コンタクトレンズを形成するステップを有し、前記１
対の多焦点コンタクトレンズの各前記レンズは、前記多焦点コンタクトレンズの前記光軸
を含み、前記多焦点コンタクトレンズの遠用光学屈折力の実質的に全てを提供する中央領
と、前記中央領の周りに位置すると共に前記中央領から前記多焦点コンタクトレンズのレ
ンズエッジに向かって半径方向外方に延びる環状領とを有し、前記環状領は、中間用光学
屈折力及び近用光学屈折力を提供し、
　前記多焦点コンタクトレンズは、第１のコンタクトレンズと第２にコンタクトレンズか
らなり、第２のコンタクトレンズは第１のコンタクトレンズと実質上同一の設計であるこ
とを特徴とする１対の多焦点コンタクトレンズする、方法。
【請求項１５】
　各前記レンズの前記中央領は、球面を有し、各前記レンズの前記環状領は、非球面を有
する、請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記対の各前記レンズは、中間用光学屈折力及び近用光学屈折率を提供するたった１つ
の環状領を有する、請求項１４又は１５記載の方法。
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【請求項１７】
　前記形成ステップは、前記対の各前記レンズを流し込み成形するステップから成る、請
求項１４～１６のうちいずれか一に記載の方法。


	header
	written-amendment

